
施設名等
(所在地・電話)

設置目的 施設概要 休館日及び
開館時間

業務概要 根拠条例 現行の管理団体・組織
体制

管理経費(支出ベース)
(H２２当初予算額)

所管部局・
課名(電話)

１）夢みなとタ
ワー
（境港市竹内団
地２５５
電話 0859-47-
3800）

本県及び環日本海諸国
を中心とする国内外の
自然、歴史、文化等の
紹介並びに物産の展示
及び宣伝を行い、もって
本県の観光に資する。

・敷地面積：１１，３７４㎡
・延床面積：８，４５６㎡
・施設内容：展望室及び展示
室、多目的ホール、会議室、
みなとまち商店街
○使用料あり

・休館日：毎月第２水曜日
・開館時間
[展望室、展示室及び物産観光
センター] ９時～１８時（４月～９
月）、９時～１７時（１０月～３月）
[多目的ホール・会議室] ９時～
２２時

・施設設備の維持管理
・展示物の保全
・利用者の応接
県所有部分のうち、１階みな
とまち商店街部分は境港市、
その他の部分は指定管理者

鳥取県立夢みなと
タワーの設置及び
管理に関する条例

・指定管理者：鳥取県観
光事業団
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：１３人（うち正
職員３人）

○経費：１３９，０８１
・人件費：３６，１７２
・管理費：１０２，９０９

文化観光局
文化政策課
(0857-26-
7839)

２）とっとり花回廊
（西伯郡南部町
鶴田１１０
電話0859-48-
3030）

県民に花と緑あふれる
憩いの場を提供すると
ともに、観光及び花き園
芸の振興に資する。

・敷地面積：５９６，９０１.47㎡
・建築面積：１６，０５１.93㎡
・施設内容：回廊、レストラン
管理棟、フラワードーム、西
館、北館、東館、南館、花き
センター、峠の茶屋、変電
所、木の館、杉の館ほか
○使用料あり

・休園日：１２月から３月までの火
曜日（休日に当たる時は、その
直後の休日でない日。１月１日か
ら同月３日までの火曜日並びに
３月の最終火曜日及びその直前
の火曜日を除く。）、１２月２６日
から同月３１日
・開館時間：午前９時～午後５時
（１月から３月まで及び１２月は、
午前９時～午後４時３０分）

・施設設備の維持管理（花壇
等の植栽管理を含む）
・展示物の保全
・入場券に関すること
・利用者の応接
・利用促進及び施設の設置
目的を達成するための事業

鳥取県立とっとり花
回廊の設置及び管
理に関する条例

・指定管理者：（財）鳥取
県観光事業団
（指定期間：Ｈ１８．４．１
～Ｈ２３．３．３１）
・職員数：１０４人（うち正
職員３１人）

○経費：６１６，７９６
・人件費：２７８，５６９
・管理費：３３８，２２７

農林水産部
生産振興課
(0857-26-
7281)

３）鳥取二十世紀
梨記念館
（倉吉市駄経寺
町１９８－４
電話0858－23－
1174）

梨に関する産業、歴史
及び文化への県民の理
解を深めるとともに、観
光及び果樹の振興に資
する。

・敷地面積：４，３０１．００㎡
・建築面積：４，６８２．４１㎡
・施設内容：展示室、ものが
たり劇場、シアター、キッチン
ギャラリー、梨ガーデン
○使用料あり

・休館日：第１、第３、第５月曜日
（休日に当たるときはその直後
の休日でない日）、年末年始（１
２月２９日から１月３日まで）
・開館時間：午前９時～午後５時
（７月の第３週から８月末までは
午前９時～午後７時）

・施設設備の維持管理
・展示物の保全及び植栽管
理
・利用者の応接
・利用促進及び施設の設置
目的（観光及び果樹の振興）
を達成するための事業
など

鳥取県立鳥取二十
世紀梨記念館の設
置及び管理に関す
る条例

・指定管理者：（財）鳥取
県観光事業団
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：１９人（うち正
職員５人）

○経費：９５，６３１
・人件費： ４５，３１６
・管理費： ５０，３１５

農林水産部
生産振興課
(0857-26-
7281)

４）みなとさかい
交流館
（境港市大正町２
１５
電話0859-42-
3705）

環日本海時代の対岸
諸国との窓口となるべ
きシンボル的な施設と
して、入港船舶の乗組
員や隠岐汽船の旅客、
一般県民等幅広い人々
に海を通じた出会いと
交流の場を提供すると
ともに、対岸諸国の情
報や鳥取県内の観光
案内等の情報発信機
能をもつ施設として設
置する。

・敷地面積：２，３０１㎡
・延床面積：３，９１９㎡
・施設内容：１階 隠岐汽船チ
ケットカウンター、観光案内、
レストラン、売店 ２階 マリン
プラザ２１,フェリーのりば ３
階 境港管理組合、会議室
（1室） ４階 境港ポートサウ
ナ
○使用料あり：会議室のみ

・休館日：マリンプラザ １２月２９
日～翌年１月３日
会議室 土曜日、日曜日、休日、
12月29日～翌年1月3日
・開館時間 マリンプラザ 午前８
時３０分～午後５時
会議室 午前８時３０分～午後５
時

・施設設備及び展示物の保
全
・会議室の利用の許可
・交流館の利用者の受付・案
内

鳥取県立みなとさ
かい交流館の設置
及び管理に関する
条例

・指定管理者：境港管理
組合
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：３人

○経費：５６，１８８
・人件費：５，６２８
・管理費：５０，５６０

県土整備部
空港港湾課
(0857-26-
7348)

５）みなと温泉館
（境港市竹内団
地２５５－５
電話0859－47－
3870）

竹内団地内で湧出した
温泉を有効に活用し、
同団地の分譲の促進に
資する。

・敷地面積：４，０１９．８４㎡
・建築面積：４２０．７５㎡
・施設内容：温泉館、ボイラー
室、男・女浴場、男・女露天
風呂、サウナ風呂
○使用料あり

・休館日：第２水曜日（８月除く）
・開館時間：（平日）午後０時～１
０時、（土日祝日及び繁忙期）午
前１０時～午後１０時
＊繁忙期：ゴールデンウィーク
（4/29～5/5）、盆(8/7～8/15)、
年始(1/2～1/3)
＊年末年始（12/31・1/1）の営業
時間短縮 午前１０時～午後９時

・利用者等の応接
・維持管理
・入浴料金徴収事務
・その他温泉館全てに付帯す
る事務

鳥取県みなと温泉
館の管理に関する
条例

・指定管理者：鳥取県ビ
ルメンテナンス協同組合
（指定期間：Ｈ２０．４．１
～Ｈ２３．３．３１）
・職員数：７人

○経費：４２，２２１
・人件費：８，６５８
・管理費：３３，５６３
(県からの委託料などの
支出はない。)

企業局経営
企画課
(0857-26-
7444)

県の公の施設の概要 〔平成２２年７月１日〕 （単位：千円）
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６）とっとり賀露か
にっこ館
（鳥取市賀露町
西三丁目２７－２
電話0857-38-
9669）

鳥取県を代表する水産
資源であるかにを中心
にした多様な水生生物
を展示してその生態等
の紹介を行うとともに、
これらの水生生物及び
水産に関する体験学習
の場を提供することに
より、かにを中心とした
水生生物及び水産の魅
力を鳥取県の内外に発
信し、もって鳥取県の観
光及び水産の振興に資
する。

・敷地面積：10,000㎡
・建築面積・施設内容：
かにっこ館・外構2,720㎡、駐
車場4,900㎡、芝生広場2,380
㎡、海水取水施設
○入館料 無料

・休館日：毎週火曜日（７、８月を
除く。祝日と重なる場合は、その
翌日。）、１月１日及び２日
・開館時間：午前９時～午後５時

・施設の運営、維持管理
・カニ等の飼育
・清掃、警備等委託
・イベントの企画、実施

鳥取県立とっとり賀
露かにっこ館の設
置及び管理に関す
る条例

直営
・職員数：７人（うち正職
員２人）

○経費：３４，４１３
・人件費：１６，９４３
・管理費：１７，４７０

農林水産部
水産振興局
水産課
(0857-26-
7309)

７）大山自然歴史
館
（西伯郡大山町
大山４３
電話0859-52-
2327）

大山地域の自然、歴
史、文化に関する資料
を展示して、その魅力を
県内外に発信し、自然
を大切にする心を育
む。

・鉄筋コンクリート造２階建
・延べ床面積８０２㎡
○入館料無料

・原則年中無休
・開館時間：
（夏季）７月２１日～８月２０日

午前９時～午後６時３０分
（その他の時期）

午前９時～午後５時

・館の企画、運営、維持管理
・自然講座
・芸術・文化講座
・ワークショップ
・企画展
・大山地域に関する最新情報
の提供

鳥取県立大山自然
歴史館の設置及び
管理に関する条例

直営
・職員数：４人（正職員２
人）

○経費３８，１５２
・人件費：２１，４２６
・管理費：１０，８４６
・歴史館事業：５，８８０

西部総合事
務所県民局
大山自然歴
史館
(0859-52-
2327)

８）氷ノ山自然ふ
れあい館
（若桜町つくよね
電話0858-82-
1620）

国定公園氷ノ山の豊か
な自然を紹介し、その
魅力を体験できる場を
提供するとともに、自然
を大切にする心を育
む。

・敷地面積：１２，６４５㎡
・建築延床面積：２，７５９㎡
・主な内容：夜の森のジオラ
マ等展示室、会議室、実習室
ほか
○入館料 無料

・休館日：４月～９月：毎週月曜
日（夏休み期間は無休）、１０月
～１１月：毎週月曜日～火曜日、
１２月～３月：毎週月～水曜日、
１２月２９日～１月３日
・開館時間：午前９時～午後５時

・館の運営全般
・自然観察会の実施 ほか

鳥取県立氷ノ山自
然ふれあい館の設
置及び管理に関す
る条例

・指定管理者：(財)鳥取
県観光事業団
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：５人（うち正職
員４人）

○経費：４８，４９３
・人件費：２２，７３６
・管理費：２５，７５７

生活環境部
公園自然課
(0857-26-
7200)

９）とりぎん文化
会館（県民文化
会館）
（鳥取市尚徳町１
０１－５
電話0857-21-
8700 ）

県民の文化の振興を図
る

・敷地面積：２９，５９３㎡
・延床面積：１９，５１５㎡
・施設内容：梨花ホール 1
（2,000席）、小ホール1（500
席）、展示室1、リハーサル室
1、練習室4、会議室8ほか
○使用料あり

・休館日：毎月第２、４、５月曜日
（ただし、月曜日が国民の祝日に
あたる場合は、その翌日の休日
でない日）、１月１日～３日及び１
２月２９日～３１日
・開館時間 午前９時～午後１０
時

・施設設備の維持管理
・利用者の応接
・県民文化会館、公文書館、
図書館用駐車場の管理
・施設の目的を達成するため
の事業

鳥取県立県民文化
会館の設置及び管
理に関する条例

・指定管理者：（財）鳥取
県文化振興財団
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：２９人（うち正
職員２０人）

○経費：３０５，６９０
・人件費：１３４，９９４
・管理費：１４９，３０７
・文化事業費：２１，３８
９

文化観光局
文化政策課
(0857-26-
7839)

10）倉吉未来中
心
（倉吉市駄経寺
町２１２－５
電話0858-23-
5390）

人と人との交流を促進
し、地域の活性化を図
る

・敷地面積：９，５９０㎡（鳥取
県男女共同参画センターを
含む）
・延床面積：１５，０００㎡
・施設内容：大ホール1（1，
500席）、小ホール1（310席）、
セミナールーム（9室）
○使用料あり

・休館日：毎月第１、３、５月曜日
（ただし、月曜日が国民の祝日に
あたる場合は、その翌日の休日
でない日）、１月１日～３日及び１
２月２９日～３１日
・開館時間：午前９時～午後１０
時

・施設設備の維持管理
・利用者の応接
・施設の目的を達成するため
の事業

鳥取県立倉吉未来
中心の設置等に関
する条例

・指定管理者：（財）鳥取
県文化振興財団
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：２１人（うち正
職員１５人）

○経費：２１８，２２８
・人件費：８１，５０５
・管理費：１３６，７２３

文化観光局
文化政策課
(0857-26-
7839)

11）米子コンベン
ションセンター
（米子市末広町２
９４
電話0859-35-
8111）

国内外との学術、情
報、技術、文化等の交
流を促進し、地域の経
済の発展と文化の振興
を図る。

・敷地面積：１７，６６１㎡
・延床面積：１８，５９５㎡
・施設内容：多目的ホール１
（2,000席）、小ホール１(300
席)、国際会議場１(400席)＝
米子市施設、会議室８
○使用料あり

・休館日：１２月２９日から翌年１
月３日
・開館時間：午前９時～午後１０
時

・施設設備の維持管理
・利用者の応接
・その他これらの事務に付随
する業務
（消費生活センター、男女共
同参画センター、県が使用許
可している部分を除く）

鳥取県立米子コン
ベンションセンター
の設置及び管理に
関する条例

・指定管理者：（財）とっ
とりコンベンションビュー
ロー
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数１８人

○経費：２８３，１８４
・人件費：８７，８２１
・管理費：１９５，３６３

文化観光局
文化政策課
(0857-26-
7839)
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12）童謡館
（鳥取市西町３－
２０２
電話0857-22-
7070）

童謡・唱歌等を通じて、
特色ある地域文化の振
興に資する。

・敷地面積：３，４１２．５５㎡
・延床面積：５，９２３㎡
・施設内容：展示室（童謡、お
もちゃ、企画）、ライブラリー、
レストスペース、 屋上庭園、
イベントホール
○使用料あり

・休館日：第３水曜日、１２月２９
日～翌年１月１日
・開館時間：午前９時～午後５時
（ただし、平成２２年４月２９日～
５月５日、７月３１日～８月１６日
は、午前９時～午後６時）

・施設設備の維持管理
・展示物の保全
・利用者の応接
・施設の目的を達成するため
の事業

鳥取県立童謡館の
設置及び管理に関
する条例

・指定管理者：（財）鳥取
童謡・おもちゃ館
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：１９人（うち正
職員１４人）

○経費：９４，２５４
・人件費：３５，２９８
・管理費：３３，９４４
・文化事業費：２５，０１
２

文化観光局
文化政策課
(0857-26-
7839)

13）東郷湖羽合
臨海公園（引地
地区：燕趙園とそ
の周辺）
（東伯郡湯梨浜
町
電話0858-32-
2180）

鳥取県中部地域の観
光の拠点施設として、ま
た鳥取県と中国河北省
との友好のシンボルと
して、鳥取県の観光の
振興を図る。

・敷地面積：７．４ha
・施設内容
中国庭園燕趙園、集粋館、ぼ
たん園、多目的広場、お食事
処「燕趙園」、お買物処「燕趙
園」ほか
○使用料あり

・休園日：１２月～３月の第4火曜
日（祝日の場合は翌日）
・利用時間
中国庭園燕趙園 午前９時～午
後５時（７月・８月の土・日・祝日
は午後９時まで）
お食事処「燕趙園」 午前９時３０
分～午後５時
お買物処「燕趙園」 午前９時３０
分～午後５時

・施設の日常管理全般
・有料施設の利用申込
・使用料の受領
・イベントの実施 ほか

都市公園条例 ・指定管理者：（財）鳥取
県観光事業団
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：１３人（うち正
職員５人）

飲食施設及び売店【追
加指定】
・指定管理者：（財）鳥取
県観光事業団
（指定期間：Ｈ２２．７．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：１６人（うち正
職員４人）

○経費：１２１，６４１
・人件費：３９，１３３
・管理費：８２，５０８

飲食施設及び売店【追
加指定】
○経費：１００，００１
・人件費：３３，９７９
・管理費：６６，０２２

生活環境部
公園自然課
(0857-26-
7369)

14）東郷湖羽合
臨海公園（引地
地区以外)
（東伯郡湯梨浜
町
電話0858-32-
2189）

広域公園として、県民
のレクリエーション活動
の振興を図ることによ
り、県民の心身の健康
増進を図る。

・敷地面積：５４．３ha
・施設内容
（藤津地区）あやめ池、テニス
コート、多目的広場、あやめ
池スポーツセンター、ゲート
ボール場、東郷湖カヌーセン
ター
（浅津地区）ピクニック広場、
管理事務所、ゲートボール場
（長瀬地区）自転車歩行者
道、遊具広場
（南谷地区）テニスコート、ピ
クニック広場、屋根のある多
目的広場、カヌー練習場
（宇野地区）キャンプ場、ピク
ニック広場
（長和田地区）芝生広場、ク
ローバー広場、休憩所棟
○使用料あり

・休園日：12/29～1/3及び７月・
８月を除く毎月第３火曜日（祝日
の場合は翌日）
・利用時間：
午前９時～午後１０時（あやめ

池スポーツセンター、東郷湖カ
ヌーセンター、屋根のある多目的
広場、照明施設のあるテニス
コート）
午前９時～午後６時（4/1～

9/30は午後７時、照明施設のな
いテニスコート）

・施設の日常管理全般
・有料施設の利用申込
・使用料の受領
・体験学習会の開催 ほか

都市公園条例 ・指定管理者：（財）鳥取
県観光事業団・株式会
社チュウブ共同企業体
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：２１人（うち正
職員３人）

○経費：１２２，１１５
・人件費：３５，５０５
・管理費：８６，６１０

生活環境部
公園自然課
(0857-26-
7369)
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施設名等
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15）コカ・コーラウ
エストスポーツ
パーク（布勢総合
運動公園）
（鳥取市布勢
電話0857-28-
7221）

広域の総合運動公園と
して、高度な施設機能
を確保の上、県民のス
ポーツ・レクリエーション
活動の振興を図る中核
的施設の役割を果たす
ことにより、県民の心身
の健康増進を図る。

・敷地面積：５２．４ha
・施設内容：陸上競技場、補
助競技場、野球場、テニス
コート、県民体育館、球技
場、多目的広場、遊具広場
ほか
○使用料あり

・休園日：12/29～1/3（県民体育
館は毎月第３火曜日も休館）
・利用時間：
午前９時～午後５時（照明施設

のないテニス場、多目的広場）
（4/1～9/30は午後７時）
午前９時～午後９時（陸上競技

場、補助競技場、野球場、球技
場、照明施設のあるテニス場）
午前９時～午後１０時（県民体

育館）

・施設の日常管理全般
・有料施設の利用申込
・使用料の受領
・スポーツ・レクリエーション活
動の振興 ほか

都市公園条例 ・指定管理者：（財）鳥取
県体育協会
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：２０人（うち正
職員１４人）

○経費：３３４，５７６
・人件費：６２，０３７
・管理費：２７２，５３７

生活環境部
公園自然課
(0857-26-
7369)

16）鳥取駅前風
紋広場
（鳥取市東品治
町
電話0857-20-
3648）

ゆとりとうるおいのある
豊かな生活を実現する
ため、都市の緑とオー
プンスペースを整備す
る。

・敷地面積：2,448.13㎡
・施設内容：モニュメント１基、
カリヨンアーチ１基、ガラスの
コロネード１６基、周辺緑地
○使用料 無料
※集会等で占用する場合は
有料

・年中無休 ・利用者の応接、指導
・安全管理
・園路広場等の清掃、植物の
管理育成委託

都市公園条例 直営：東部総合事務所
生活環境部建築住宅課
・職員数：２人（うち正職
員２人）

○経費：２，１２４
・管理費：２，１２４
（県職員人件費は他業
務と兼務のため計上し
ていない）

生活環境部
公園自然課
(0857-26-
7369)

17）米子駅前だ
んだん広場
（米子市明治町
電話0859-31-
9756）

ゆとりとうるおいのある
豊かな生活を実現する
ため、都市の緑とオー
プンスペースを整備す
る。

・敷地面積：3,046㎡
・施設内容：時計塔１基、ス
ポットライト４基、星座盤１基、
照明灯８基
○使用料 無料
※集会等で占用する場合は
有料

・年中無休 ・利用者の応接、指導
・安全管理
・園路広場等の清掃、植物の
管理育成委託

都市公園条例 直営：西部総合事務所
生活環境部建築住宅課
・職員数：２人（うち正職
員２人）

○経費：１，４３１
・管理費：１，４３１
（県職員人件費は他業
務と兼務のため計上し
ていない）

生活環境部
公園自然課
(0857-26-
7369)

18）とっとり出合
いの森
（鳥取市桂見２９
３
電話0857-31-
3930）

県民に森林とのふれあ
いの場を提供し、自然
観察、野外活動等を通
じて森林に対する理解
を深めるとともに、広く
県民の保健及び休養に
資する。

・敷地面積：７７ｈａ
・施設内容：センター施設管
理棟、展示館、倉庫、管理作
業舎
○使用料 無料

・休園日：１２月２９日～１月３日
・開園時間：午前９時～午後５時
（7月・8月は午後6時まで）

・施設の施錠、点検、監視、
窓口案内
・施設警備、植栽木管理、森
林整備委託
・汚水処理施設、電気工作
物、ポンプ施設、消防施設等
保守点検委託

鳥取県立とっとり出
合いの森の設置及
び管理に関する条
例

・指定管理者：（株）谷尾
樹楽園
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：４人（うち正職
員3人）

○経費：３９，５００
・人件費：１１，２３０
・管理費：２８，２７０
（人件費は非常勤・賃
金職員分を計上。）

農林水産部
森林・林業総
室
(0857-26-
7304)

19）二十一世紀
の森
（鳥取市河原町
稲常
電話0858-85-
2511）

次代を担う青少年に森
林における自然観察、
体験学習等の場を提供
し、森林及び林業に対
する理解を促進すると
ともに、広く県民の保健
及び休養に資する。

・敷地面積：３６．５ha
・施設内容：
○使用料 無料

・森林学習展示館
休館日：１２月２９日～１月３日
開館時間：午前９時～午後４時３
０分
・林業技術工芸実習館
休館日：土・日・祝日閉館（ただ
し、事前申し込みにより臨時開館
します。）
開館時間：午前９時～午後４時３
０分
・２１世紀の森 開放

・施設の施錠、窓口業務
・森林整備
・施設警備、汚水処理施設保
守点検

鳥取県立二十一世
紀の森の設置及び
管理に関する条例

直営
・職員数：3人（うち正職
員１人）、非常勤職員

○経費：２，６５４
・人件費：７８５
・管理費：１，８６９
（人件費は非常勤職員
分を計上。県正職員人
件費は他業務と兼務で
あるため、計上していな
い。）

農林水産部
森林・林業総
室
(0857-26-
7304)
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20）むきばんだ史
跡公園
（西伯郡大山町
妻木1115-4
電話0859-37-
4000 ）

妻木晩田遺跡を歴史遺
産として次世代に引き
継いでいくとともに、遺
跡の魅力を鳥取県の内
外に発信し、遺跡の適
切な保存及び活用を図
ることにより、県民の文
化向上に資する。

・敷地面積：１５２ｈａ
・延床面積：７４８㎡
・施設内容：妻木晩田遺跡、
ガイダンス施設、復元建物他
○入館料 無料
○ガイダンス施設内の体験
学習室を占有する場合は使
用料あり。

・休館日：第4月曜日（祝日は、そ
の直後の休日でない日）、年末
年始（12月29日～1月3日）
・開場時間：午前９時～午後５時
（入場は午後４時30分まで）
※7、8月 午前9時～午後7時
（入場は午後6時30分まで）

・遺跡の維持管理、発掘調査
及び整備
・遺跡の普及啓発、情報発信
（各種イベントの実施等）

鳥取県立むきばん
だ史跡公園の設置
及び管理に関する
条例

直営
・職員数 １６名

○経費：７７，９３４
・人件費：１８，５８８
・管理費：５９，３４６

教育委員会
文化財課
(0857-26-
7934)

21）鳥取砂丘こど
もの国
（鳥取市浜坂１１
５７－１）
電話番号 0857-
24-2811）

自然とのふれあいや遊
びを通じて子どもたちが
憩い楽しめる場を提供
し、児童の健全な育成
に資すること。

・敷地面積：１９３，３１５㎡
・建築面積： ６，９０９㎡
・施設内容：キャンプ場、管理
棟、そうぞう館、多目的ホー
ル、砂の工房、木工工房、レ
ストラン、子ども広場・大通
り、レールトレインほか
○使用料あり

・休館日：第２水曜日（第２水曜
日が休日と重なる場合はその翌
日。ただし８月を除く。）、１２月２
９日～１月１日
・開園時間：午前9時～午後5時
まで(但し入園は4時30分まで)

・施設の維持管理
・展示物の保全
・利用者の応接
・入場券に関すること
・施設の設置目的を達成する
ための事業

鳥取県立鳥取砂丘
こどもの国の設置
及び管理に関する
条例

・指定管理者：（財）鳥取
県観光事業団
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：１７人（うち正
職員６人）

○経費：１３６，６１５
・人件費：６７，６９４
・管理費等：６８，９２１

福祉保健部
子育て支援
総室(0857-
26-7868)

22）障害者体育
センター
（鳥取市湖山町
西３丁目１１３－
２
電話0857-28-
5161）

障がい者の体育活動を
推進して福祉の増進を
図る。

・敷地面積：２，２７７．１３㎡
・建築面積：９９２．６５㎡
・施設内容：バスケットボール
１面、テニス１面、バレーボー
ル２面、バドミントン３面、卓
球４面
○使用料あり

・休館日：毎週月曜日（月曜日が
祝日のときはその直後の木曜
日）、第３火曜日（その日が祝日
のときはその直後の火曜日）、
１２月２９日～１月３日
・開館時間：午前９時～午後９時

・施設設備の維持管理 障害者体育セン
ターの設置及び管
理に関する条例

・指定管理者：（社福）鳥
取県厚生事業団
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：６人（うち正職
員３人）

○経費：６，８２３
・人件費：３，８３７
・管理費：２，９８６

福祉保健部
障がい福祉
課
(0857-26-
7193)

23）皆成学園（倉
吉市みどり町３５
６４－１
電話0858-22-
7188 ）

知的障がいのある児童
を入所させて、これを保
護することともに、独立
自活に必要な知識技能
を与えること及び自閉
症等の特有な発達の障
害がある者に対する専
門的な支援を目的とす
る。

・敷地面積：38,529.19㎡
・建築面積：5,750.27㎡
・施設種別：知的障害児施設
・定員：６５名、短期入所８名
○自己負担額あり

・年中無休 ・施設設備の保全
・入所児の療育及び必要な指
導訓練
・短期入所、日中一時支援事
業（知的障がいのある児童）
・児童デイサービス（発達障
がいのある児童）
・発達障害児(者)及びその家
族等に対する相談支援・発達
支援等

鳥取県立社会福祉
施設の設置及び管
理に関する条例

直営
・職員数：７０人（うち正
職員５８人）

○経費：５９８，２７９
・人件費：４９０，１４１
・管理費：１０８，１３８

福祉保健部
子ども発達
支援課
(0857-26-
7865)

24）鹿野かちみ
園
（鳥取市鹿野町
今市１０７８
電話0857-84-
2033）

障がい者の施設入所支
援を行うとともに、施設
入所支援以外の施設
障害福祉サービスを行
う施設。

・敷地面積：４１，６４６．５２㎡
・建築面積： ３，９２９．０５㎡
・施設種別： 障害者支援施設
・定員：入所７０名、短期入所
２名
○自己負担額あり

・年中無休 ・施設設備の維持管理
・入所者の保護及びその更生
に必要な指導訓練
・要介助高齢知的障がい者支
援の県下のモデル施設として
の重点的かつ先導的な取組

鳥取県社会福祉施
設の設置及び管理
に関する条例

・指定管理者：（社福）鳥
取県厚生事業団
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：４８人（うち正
職員数３８人）

○経費：２３１，１５５
・人件費：１７２，６２３
・管理費：５８，５３２

福祉保健部
障がい福祉
課
(0857-26-
7193)

25）鹿野第二か
ちみ園
（鳥取市鹿野町
寺内１０２
電話0857-84-
3267）

障がい者の施設入所支
援を行うとともに、施設
入所支援以外の施設
障害福祉サービスを行
う施設。

・敷地面積：（鹿野かちみ園
に
含まれる）
・建築面積：４，１８８．７５㎡
・施設種別：障害者支援施設
・定員：入所７０名、短期入所
３名
○自己負担額あり

・年中無休 ・施設設備の維持管理
・入所者の保護及びその更生
に必要な指導訓練
･強度行動障がい者支援の県
下のモデル施設としての重点
的かつ先導的な取組

鳥取県社会福祉施
設の設置及び管理
に関する条例

・指定管理者：（社福）鳥
取県厚生事業団
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：４６人（うち正
職員３３人）

○経費：２１４，４３０
・人件費：１６１，５４５
・管理費：５２，８８５

福祉保健部
障がい福祉
課
(0857-26-
7193)
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26）皆生尚寿苑
（米子市新開１丁
目５－１５
電話0859-33-
9310）

居宅において養護を受
けることが困難な老人
を入所させ、養護するこ
と

・敷地面積：8,997㎡
・建築面積：4,410.01㎡
・施設種別：養護老人ホーム
・定員：１４０名
○自己負担額あり

・年中無休 ・施設整備の保全
・入所者の養護に関すること

鳥取県立社会福祉
施設の設置及び管
理に関する条例

・指定管理者：（社福）鳥
取県厚生事業団
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：３５人（うち正
職員２７人）

○経費： ２８３，７１７
・人件費：１５５，０６６
・管理費： ５３，２９２
・事業費： ７５，３５９

福祉保健部
長寿社会課
(0857-26-
7178)

27）総合療育セ
ンター
（米子市上福原
七丁目１３－３
電話0859-38-
2155）

肢体不自由のある児童
を入所させてこれを保
護･治療するとともに、
外来児の療育も行いな
がら、障がい児の自立
支援をすることを目的と
する。

・敷地面積29,133.12㎡
・延床面積7,885.13㎡
・施設種別：肢体不自由児施
設、重症心身障害児施設、肢
体不自由児通園施設
・定員：肢体入所25名、重心
入所25名、肢体通園30名、
重心通園6名、短期入所6
名、保険入院5名
○自己負担額あり

・年中無休 ・施設設備の保全
・入所児及び通園児の療育
及び必要な指導訓練
・病院業務（小児科、整形外
科、精神科、リハビリテーショ
ン科、耳鼻咽喉科、歯科）
・短期入所、日中一時支援事
業（肢体不自由のある児童
等）

鳥取県立社会福祉
施設の設置及び管
理に関する条例

直営
・職員数：１０８人（うち正
職員９７人）

○経費：９８７，４９０
・人件費：７２６，８９６
・管理費：２６０，５９４

福祉保健部
子ども発達
支援課
(0857-26-
7865)

28）鳥取療育園
（鳥取市江津２６
０
電話0857-29-
8889 ）

肢体不自由児を家庭か
ら日々通わせ、機能回
復のための専門的治
療、訓練及び日常生活
の指導を行うことによ
り、児童が将来社会に
よりよく、適応できるよう
育成することを目的とす
る。

・敷地面積：（借地）541.25㎡
・延床面積：646.63㎡
・施設種別：肢体不自由児通
園施設
・定員：４０名
○自己負担額あり

・休館日：土曜日・日曜日、国民
の休日に関する法律に規定する
休日、１月２日及び同月３日並び
に１２月２９日～３１日

・施設設備の保全
・通園児の療育及び必要な指
導訓練
・診療所業務（小児科、整形
外科）
・児童デイサービス（発達障
がいのある児童）

鳥取県立社会福祉
施設の設置及び管
理に関する条例

直営
・職員数：２１人（うち正
職員１８人）

○経費：１５１，２４４
・人件費：１３０，２９０
・管理費：２０，９５４

福祉保健部
子ども発達
支援課
(0857-26-
7865)

29）中部療育園
（倉吉市南昭和
町１５
電話0858-22-
7191 ）

上肢、下肢又は大幹の
機能の障がいのある児
童を治療するとともに、
独立自立に必要な知識
技能を与えることを目
的とする。

・敷地面積：881.54㎡
・建築面積：360.93㎡
・施設種別：肢体不自由児通
園施設
・定員：２０名
○自己負担額あり

・休館日：土曜日・日曜日、国民
の休日に関する法律に規定する
休日、１月２日及び同月３日並び
に１２月２９日～３１日

・施設設備の保全
・通園児の療育及び必要な指
導訓練
・診療所業務（小児科）
・児童デイサービス（肢体不
自由のある児童、構音障害
のある児童）

鳥取県立社会福祉
施設の設置及び管
理に関する条例

直営
・職員数：１０人（うち正
職員８人）

○経費：７１，３８６
・人件費：５５，８４８
・管理費：１５，５３８

福祉保健部
子ども発達
支援課
(0857-26-
7865)

30）精神保健福
祉センター
（鳥取市江津３１
８－１
電話0857-21-
3031 ）

精神保健の向上及び
精神障がい者の福祉
の増進を図る。

・敷地面積：７，７４０．５９㎡、
・延床面積：１，３５９．８０㎡
（うち精神保健福祉センター
専有面積 ９７２．８０㎡）
・施設内容：所長室、事務
室、相談室２、心理検査室、
デイルーム兼食堂、茶道書
道室、集団療法室、木工陶芸
室、料理実習室、会議室、多
目的実習室、カルチャールー
ム、体育室、静養室、更衣
シャワー室、器具庫、資料
庫、工具庫、車庫等、自転車
置き場

・休館日：土曜日・日曜日、祝
日、１月２日及び同月３日並びに
１２月２９日～３１日
・開館時間：午前８時３０分～午
後５時１５分

・県民の心の悩みや精神疾
患等に関する相談及び精神
障がい者の福祉に関する相
談
・精神保健福祉に関する知識
の普及啓発
・精神保健福祉業務従事者に
対する資質向上のための教
育研修・調査研究
・精神医療審査会の事務
・自立支援医療の支給認定
及び精神障害者保健福祉手
帳の判定事務
・精神障がい者の社会復帰を
促進するための業務

鳥取県立精神保健
福祉センターの設
置及び管理に関す
る条例

直営
・職員数：１1人（うち正
職員１０人）

○経費：１０，２７１
・管理費：１０，２７１
（県正職員人件費は他
業務と兼務であるた
め、計上していない。）

福祉保健部
健康政策課
(0857-26-
7202)
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31）中央病院
（鳥取市江津７３
０
電話0857-26-
2271）

県民に必要な医療等を
提供し、もってその福祉
の増進に寄与する。

・敷地面積：57,482㎡
・延床面積：34,177㎡
・施設内容：本館、外来棟、
腎センターほか
・診療科目等：２５科、３セン
ター
・許可病床数：４３１床
○自己負担額あり

（外来）
・休診日：土曜日・日曜日、祝
日、１月２日及び同月３日並びに
１２月２９日～３１日
・診察時間：午前８時３０分～午
後５時
（ただし、緊急の場合は休診日
並びに時間外も診療）
（入院）
・年中無休

・病院業務全体
診療科：内科、神経内科、

心臓内科、外科、呼吸器外
科、心臓血管外科、脳神経外
科、小児外科、整形外科、形
成外科、精神科、小児科、皮
膚科、泌尿器科、産婦人科、
眼科、耳鼻いんこう科、リハビ
リテーション科、放射線科、病
理診断科、臨床検査科、救急
科、歯科口腔外科、麻酔科、
総合診療科

鳥取県営病院事業
の設置等に関する
条例

直営
・職員数：737人（うち正
職員583人）

○経費：10,009,578
・人件費：5,664,144
・管理費：4,345,434

病院局総務
課
(0857-26-
7885)

32）厚生病院
（倉吉市東昭和
町１５０
電話0858-22-
8181）

県民に必要な医療等を
提供し、もってその福祉
の増進に寄与する。

・敷地面積：24,451㎡
・延床面積：22,747㎡
・施設内容：病棟、外来・中央
診療棟、感染症病床ほか
・診療科目等：２０科
・許可病床数：３０４床
○自己負担額あり

（外来）
・休診日：土曜日・日曜日、祝
日、１月２日及び同月３日並びに
１２月２９日～３１日
・診察時間：午前８時３０分～午
後５時
（ただし、緊急の場合は休診日
並びに時間外も診療）
（入院）
・年中無休

・病院業務全体
診療科：内科、呼吸器内

科、消化器内科、循環器内
科、脳神経内科、外科、消化
器外科、心臓血管外科、脳神
経外科、整形外科、精神科、
小児科、皮膚科、泌尿器科、
産婦人科、眼科、耳鼻いんこ
う科、リハビリテーション科、
放射線科、麻酔科

鳥取県営病院事業
の設置等に関する
条例

直営
・職員数：421人（うち正
職員351人）

○経費：6,533,489
・人件費：3,427,561
・管理費：3,105,928

病院局総務
課
(0857-26-
7885)

33）鳥取産業体
育館
（鳥取市天神町５
０－２
電話0857-24-
2815）

県民に体育及び集会等
のための場を提供し、
体育及び産業の振興並
びに福祉の増進に資す
る。

・敷地面積：１２，０８７．４６㎡
・延床面積：７，８２７．３４㎡
・施設内容：大体育館、小体
育館
○使用料あり

・休館日：第４水曜日（その日が
休日に当たる場合は、その直後
の休日でない日）及び１２月２９
日～１月３日
・開館時間：午前９時～午後１０
時

・利用者の応接
・施設設備の保全 ほか

鳥取県立産業体育
館の設置及び管理
に関する条例

教育委員会
事務局ス
ポーツ健康
教育課
(0857-26-
7919)

34）鳥取屋内
プール
（鳥取市天神町５
０－３
電話0857-27-
6882）

スポ－ツ（水泳）の振興
と県民の心身の健全な
発達に寄与する。

・敷地面積：４，００７㎡
（鳥取市からの借地）

・延床面積：１，７６９㎡
・施設内容：屋内プ－ル ２５
ｍ ７コ－ス（公認）、幼児用
プ－ル、観覧席２００人
○使用料あり

・休館日：毎週水曜日（その日が
休日に当たる時は、その直後の
休日でない日）及び１２月２９日
～１月３日。ただし夏休み期間中
は開館。
開館時間：午前１０時～午後８時

・利用者の応接
・施設設備の保全 ほか

県営社会体育施設
の設置及び管理に
関する条例

教育委員会
事務局ス
ポーツ健康
教育課
(0857-26-
7919)

35）米子産業体
育館
（米子市東福原８
－２７－１
電話0859-35-
0611）

県民に体育及び集会等
のための場を提供し、
体育及び産業の振興並
びに福祉の増進に資す
る。

・敷地面積：２０，９２５㎡
・延床面積：８，２５７．９３㎡
・施設内容：大体育館、小体
育館、中会議室、小会議室
○使用料あり

・休館日：第３水曜日（その日が
祝日及び休日に当たる場合は、
その直後の休日でない日）及び
１２月２９日～１月３日
・開館時間：午前９時～午後１０
時

・利用者の応接
・施設設備の保全 ほか

鳥取県立産業体育
館の設置及び管理
に関する条例

・指定管理者：（財）鳥取
県体育協会
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：９人（うち正職
員４人）

○経費：５７，８６１
・人件費：２７，６７９
・管理費：３０，１８２

教育委員会
事務局ス
ポーツ健康
教育課
(0857-26-
7919)

・指定管理者：（財）鳥取
県体育協会
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：１５人（うち正
職員５人）

○経費：９４，６２９
・人件費：３７，６０５
・管理費：５７，０２４
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36）米子屋内
プール
（米子市皆生温
泉３－１８－３
電話0859-34-
6750）

スポ－ツ（水泳）の振興
と県民の心身の健全な
発達に寄与する。

・敷地面積：１４，３２５㎡
・延床面積：プ－ル棟 ２，１０
２㎡、管理棟 １，４１４㎡、ト
レ－ニング棟 １，４９０㎡
・施設内容：屋内プ－ル ２５
ｍ ６コ－ス、幼児用プ－ル、
管理棟、事務室、機械室他、
トレ－ニング棟、トレ－ニング
ホール
○使用料あり

・休館日：毎週水曜日（その日が
休日に当たる時は、その直後の
休日でない日）及び１２月２９日
～１月３日。ただし夏休み期間中
は開館。
・開館時間：午前１０時～午後８
時
（７月～９月（夏季）のプール午前
９時３０分～午後９時、７月～９
月（夏季）のトレーニングホール
午前９時～午後９時、夏季以外
午前９時～午後８時）

・利用者の応接
・施設設備の保全 ほか

県営社会体育施設
の設置及び管理に
関する条例

・指定管理者：（財）鳥取
県体育協会
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：１４人（うち正
職員５人）

○経費：６７，５４５
・人件費：３０，９４７
・管理費：３６，５９８

教育委員会
事務局ス
ポーツ健康
教育課
(0857-26-
7919)

37）倉吉体育文
化会館
（倉吉市山根５２
９－２
電話0858-26-
4441）

県民の体育及び文化に
関する活動の推進

・敷地面積：１９，７２０㎡
・延床面積：体育館 ５，８８９
㎡、会館 ２，０７０㎡
・施設内容：体育館：テニス３
面、バレ－ボ－ル３面、バス
ケットボ－ル２面など
会館：大研修室、中研修室、
小研修室２ 他
○使用料あり

・休館日：１２月２９日～１月３日
・開館時間：午前９時～午後１０
時

・利用者の応接
・施設設備の保全 ほか

鳥取県立倉吉体育
文化会館の設置及
び管理に関する条
例

・指定管理者：（財）鳥取
県体育協会
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：９人（うち正職
員４人）

○経費：５７，８９３
・人件費：２８，０４１
・管理費：２９，８５２

教育委員会
事務局ス
ポーツ健康
教育課
(0857-26-
7919)

38）武道館
（米子市両三柳３
１９２－１４
電話0859-24-
9300）

スポ－ツ（武道）の振興
と県民の心身の健全な
発達に寄与する.。

・敷地面積：２０，０００㎡
・延床面積：８，９９５㎡
・施設内容：主道場（６面）観
客席９５５席、小道場（１）（２）
（２面）
弓道場 近的１２人立ち 観
覧席１４８席、遠的６人立ち
相撲場 屋内１面
会議室、研修室
○使用料あり

・休館日：１２月２９日～１月３日
・開館時間：午前９時～午後１０
時

・利用者の応接
・施設設備の保全 ほか

県営社会体育施設
の設置及び管理に
関する条例

・指定管理者：（財）鳥取
県体育協会
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：９人（うち正職
員４人）

○経費：７６，１７２
・人件費：２８，９０２
・管理費：４７，２７０

教育委員会
事務局ス
ポーツ健康
教育課
(0857-26-
7919)

39）ライフル射撃
場
（西伯郡南部町
猪小路８０６）

ライフル射撃競技の普
及・発展のため

・敷地面積：１４，９８７㎡
・建築面積：１，０１９㎡
○使用料あり

・休館日：毎週月曜日及び１２月
２９日から１月３日
・開場時間：午前９時～午後８時

・利用者の応接
・施設設備の保全 ほか

県営社会体育施設
の設置及び管理に
関する条例

・指定管理者：鳥取県ラ
イフル射撃協会
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：（協会会員：常
勤なし）

○経費：４９８
・人件費：８０
・管理費：４１８

教育委員会
事務局ス
ポーツ健康
教育課
(0857-26-
7919)

40）県民ふれあ
い会館（生涯学
習センター）
（鳥取市扇町２１
電話0857-21-
2266）

生涯学習の振興に資す
るため

・敷地面積：４，２７１．４１㎡
・延床面積：本館棟３，８３９．
２１㎡、ホール棟：９９４．７４
㎡
・施設内容：ホール、講義室、
パソコン研修室、大研修室、
中研修室、小研修室ほか
○使用料あり

・休 館 日：年末年始
・開館時間：月曜～土曜 午前９
時～午後９時、日曜 午前９時～
午後７時

・施設整備の保全
・利用者の応接

鳥取県立生涯学習
センターの設置及
び管理に関する条
例

・指定管理者：（財）鳥取
県教育文化財団
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：10人（うち正職
員２人）

○経費： ７６，６２４
・人件費：３２，０６９
・管理費：４４，５５５

教育委員会
事務局家庭・
地域教育課
(0857-26-
7519)
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施設名等
(所在地・電話)

設置目的 施設概要 休館日及び
開館時間

業務概要 根拠条例 現行の管理団体・組織
体制

管理経費(支出ベース)
(H２２当初予算額)

所管部局・
課名(電話)

県の公の施設の概要 〔平成２２年７月１日〕 （単位：千円）

41）船上山少年
自然の家
（東伯郡琴浦町
山川８０７の２
電話0858-55-
7111）

自然に親しませ、自然
の中での集団宿泊訓練
を通じて少年の健全な
育成を図る。

・敷地面積：２７，９１１㎡
・建築面積：３，６１９．９３㎡
・施設内容：管理棟、宿泊
棟、体育館、キャンプ場
・宿泊人員：２００人（和室１５
畳 １６室、和室７．５畳２室）
○使用料あり

・休所日：月曜日、国民の祝日、
１２月２９日から翌年１月３日ま
で）

・少年の集団宿泊訓練
・少年の野外活動並びに自然
観察及び自然探求
・少年指導者の研修
・その他少年の健全な育成
・施設設備の保全
・利用者の応接 ほか

鳥取県立青少年社
会教育施設の設置
及び管理に関する
条例

直営
・職員数９人（うち正職
員６人）

○経費： ４６，２４５
・人件費：２２，６７２
・管理費：２３，５７３

教育委員会
事務局家庭・
地域教育課
(0857-26-
7519)

42）大山青年の
家
（西伯郡大山町
赤松明間原３１２
－１
電話0859-53-
8030）

集団宿泊訓練を通じて
青少年の健全な育成を
図る。

・敷地面積：９６，５８３㎡
・延床面積：３，９５９．６１㎡
・施設内容：大研修室、新研
修室、中研修室、小研修室
２、オリエンテーション室、体
育館、食堂、芝の広場、キャ
ンプ場、カヌー艇庫ほか
・宿泊定員：２００人（宿泊室８
人用２４室、宿泊室４人用２
室）
○使用料あり

・休所日：月曜日、国民の祝日、
１２月２９日から翌年１月３日ま
で）

・青少年の集団宿泊訓練
・青少年の野外活動
・青少年及び青少年指導者
の研修
・その他青少年の健全育成
・施設設備の保全
・利用者の応接 ほか

鳥取県立青少年社
会教育施設の設置
及び管理に関する
条例

直営
・職員数９人（うち正職
員６人）

○経費： ５８，５５０
・人件費：３３，０４１
・管理費：２５，５０９

教育委員会
事務局家庭・
地域教育課
(0857-26-
7519)

43）図書館
（鳥取市尚徳町１
０１
電話0867-26-
8155）

県民の教育及び文化の
発展に寄与する。

・敷地面積：県民文化会館（と
りぎん文化会館）に含む
・建築面積：８，７９９．３９㎡
・施設内容：一般図書室、児
童図書室、対面朗読室、児童
図書研究室、郷土資料室、環
日本海交流室、大研修室、小
研修室、特別資料展示室、市
町村貸出図書室ほか
○使用料 無料

・休館日：毎月第２木曜日及び末
日、年末年始、図書特別整理

期
間

・開館時間：火曜日～金曜日
午前９時～午後７時（１１月から
４月の間は午後６時３０分まで）
土・日・月曜日、国民の祝・休

日
午前９時～午後５時

・図書の貸出及び館内閲覧
・レファレンス（資料相談）、資
料取寄せ
・読み聞かせ、対面朗読
・ビジネス支援、医療健康情
報、法情報サービスなどくらし
に役立つ情報の提供
・ふるさとの歴史再発見事業
など郷土に関する各種情報
発信
・環日本海交流室を拠点とす
る交流事業
・子どもの読書活動推進
・県内図書館（学校・市町村・
大学）及び類縁機関への助
言・支援
・各種セミナー、相談会、資料
展示等開催
・「出前図書館」等による図書
館利用の普及啓発 ほか

鳥取県立図書館の
設置及び管理に関
する条例

直営
・職員数：43人（うち正職
員２５人）

○経費： ４６１，０３９
・人件費：２０３，３１４
・管理費：２５７，７２５

図書館
(0857-26-
8155)

44）博物館
（鳥取市東町２丁
目１２４
電話0857-26-
8042）

県民の教育、学術及び
文化の発展に寄与す
る。

・敷地面積：１４，２２８㎡
・建築面積：３，５７６㎡
・施設内容：常設展示室３、
特別展示室３、資料閲覧室、
講堂、会議室３、休憩室、図
書室ほか
○入館料、使用料あり

・休館日：毎週月曜日、祝日の翌
日、１２月２９日～翌年１月３日
・開館時間：午前９時～午後５時,
（４～10月の企画展開催中の
土、日、祝日は午後7時まで）

・鳥取県の自然・歴史民俗・
美術等に関する調査研究
・県内の各博物館・美術館・
資料館等の指導助言・連絡
調整
・博物館施設利用者、資料閲
覧者への対応
・企画展・常設展示等の企
画・調査研究・運営
・施設設備の維持管理 ほか

鳥取県立博物館の
設置及び管理に関
する条例

直営
・職員数：８０人（うち正
職員２６人）

○経費：４６０，１７２
・人件費：２０９，７６８
・管理費：２５０，４０４

教育委員会
事務局博物
館
(0857-26-
8042)
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施設名等
(所在地・電話)

設置目的 施設概要 休館日及び
開館時間

業務概要 根拠条例 現行の管理団体・組織
体制

管理経費(支出ベース)
(H２２当初予算額)

所管部局・
課名(電話)

県の公の施設の概要 〔平成２２年７月１日〕 （単位：千円）

45）山陰海岸学
習館
（岩美町牧谷１７
９４－４
電話0857-73-
1445）

県民の海洋に関する知
識の普及を図るととも
に、体験学習等を通じ
て自然を大切にする心
をはぐくむ。

・敷地面積：２，２９１㎡
・延床面積：５２６㎡
・施設内容：学習館（本体）、
体験学習室
○入館料 無料

・休館日：毎週月曜日、祝日の翌
日、１２月２９日～翌年１月３日
（７月２０日から８月３１日までの
間は開館します）
・開館時間：午前９時～午後５時
（７月～８月の毎週土曜日は午
後６時まで）

・山陰海岸学習館に係る資料
の収集、保管、展示及び調査
研究に関すること。
・山陰海岸学習館に係る資料
の利用の指導、助言及び普
及に関すること。

鳥取県立博物館の
設置及び管理に関
する条例

直営
・職員数：４人（うち正職
員２名）

○経費：３１，７４８
・人件費：１６，１３６
・管理費：１５，６１２

教育委員会
事務局博物
館
(0857-26-
8042)

46）保育専門学
院
（倉吉市南昭和
町１５
電話 0858-22-
1042）

保育士の名称を用い
て、専門的知識及び技
術をもって児童の保育
及び児童の保護者に対
する保育に関する指導
を行うことを業とする者
を養成することを目的と
する。

・敷地面積：１１，２２０．８８㎡
（倉吉総合看護専門学校と共
用）
・建築面積：２，３９２．１１㎡
・施設内容：教室、音楽室、
絵画工作室、コンピューター
室、栄養実習室、図書室、体
育館、寮、教務室
○授業料あり

・休館日：土曜日、日曜日、国民
の休日に関する法律に規定する
休日、１月２日及び同月３日並び
に１２月２９日～３１日

・保育士養成に関する講義、
実習等に対する教育
・非常勤講師の講義依頼等
の連絡調整、資料準備
・学生の進路指導等の相談
支援、保護者との連携
・授業料の徴収、学校施設の
管理運営

鳥取県立保育専門
学院の設置及び管
理に関する条例

直営
・職員数：５３人（うち正
職員５人）

○経費：７６，９５１
・人件費：３７，１１３
・管理費：３９，８３８

福祉保健部
子育て支援
総室
(0857-26-
7570)

47）鳥取看護専
門学校
（鳥取市江津２６
０
電話0857-29-
2407）

看護師として必要な知
識及び技術を習得さ
せ、社会に貢献し得る
人材を育成する。

・敷地面積：９３８．３㎡（中央
病院の借地）
・延床面積：１，４６８．５８㎡
・施設内容：教室１～３、図書
室、看護実習室、在宅看護実
習室、研修室、情報科学室
○授業料あり

・休館日：土曜日・日曜日、国民
の休日に関する法律に規定する
休日、１月２日及び同月３日並び
に１２月２９日～３１日

･看護師養成に関する講義、
実習、国家試験対策等に対
する教育
・生徒の健康管理、メンタル
面での相談支援、保護者との
連携
・学校施設･設備の管理運営

鳥取県立看護師等
養成施設の設置及
び管理に関する条
例

直営
・職員数16人（うち正職
員10人（うち兼務職員１
人））

○経費：７９，６７３
・人件費：６２，８２９
・管理費：１６，８４４

福祉保健部
医療政策課
(0857-26-
7190)

48）倉吉総合看
護専門学校
（倉吉市南昭和
町１５
電話０８５８－２２
－１０４１）

助産師・看護師として必
要な知識及び技術を習
得させ、社会に貢献しう
る人材を育成する。

・敷地面積：１１，２２０.88㎡
（保育専門学院と共用）
・延床面積：２，３９２．１１㎡
・施設内容：教室、看護実習
室、助産実習室、図書室、コ
ンピューター室、体育館、寮、
教務室
○授業料あり

・休館日：土曜日・日曜日、国民
の休日に関する法律に規定する
休日、１月２日及び同月３日並び
に１２月２９日～３１日

・助産師、看護師養成に関す
る講義、実習、国家試験対策
等に対する教育
・非常勤講師の講義依頼等
の連絡調整、資料準備
・学生の健康管理、メンタル
面での相談支援、保護者との
連携
・授業料の徴収、学校施設の
整備管理運営

鳥取県立看護師等
養成施設の設置及
び管理に関する条
例

直営
・職員数：５０人（うち正
職員２３人（うち兼務職
員３人））

○経費：２０３，８９７
・人件費：１７１，０４２
・管理費：３２，８５５

福祉保健部
医療政策課
(0857-26-
7190)

49）倉吉高等技
術専門校
（倉吉市福庭町２
丁目１
電話０８５８－２６
－２２４７）

離転職者、高卒未就職
者等が職業に必要な技
能及び知識を習得でき
るための職業訓練の実
施

・敷地面積：１５，６１６．１０㎡
・建築面積：４，３４０．４９㎡
・施設内容：座学教室４、コン
ピュータ室２、視聴覚室１、多
目的室１、製図室１、体育館
○授業料あり（ただし、求職
者向けの短期課程の訓練は
無料）

・休館日：土日、祝日、開校記念
日、夏季・冬季休業日

・施設、設備の管理運営
・職業訓練の実施
・訓練生の募集、生活指導、
就職斡旋
・庁舎警備、電気工作物等保
守点検委託

鳥取県立高等技術
専門校の位置、名
称等を定める条例

直営
・職員数：２９人（うち正
職員１０人）

○経費：７６，８２８
・人件費：６９，８１０
・管理費：７，０１８

商工労働部
雇用人材総
室労働政策
室
(0857-26-
7223)

50）米子高等技
術専門校
（米子市夜見町３
００１－８
電話0859-24-
0371）

離転職者、高卒未就職
者等が職業に必要な技
能及び知識を習得でき
るための職業訓練の実
施

・敷地面積：１４，１４８．８９㎡
・建築面積：４，６８６，５２㎡
・施設内容：座学教室６、コン
ピュータ室３、視聴覚室１、多
目的室１、製図室１、体育館
○授業料あり（ただし、求職
者向けの短期課程の訓練は
無料）

・休館日：土日、祝日、開校記念
日、夏季・冬季休業日

・施設、設備の管理運営
・職業訓練の実施
・訓練生の募集、生活指導、
就職斡旋
・庁舎警備、電気工作物等保
守点検委託

鳥取県立高等技術
専門校の位置、名
称等を定める条例

直営
・職員数：２２人（うち正
職員９人）

○経費：８２，６９８
・人件費：６９，０６２
・管理費：１３，６３６

商工労働部
雇用人材総
室労働政策
室
(0857-26-
7223)
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51）農業大学校
（倉吉市関金町
大鳥居１２３８
電話0858-45-
2411）

次代の農林業を担い指
導的役割を果たし得る
人材を育成・確保し、及
び農業者等の研修を行
い、農林業の振興に資
するとともに、広く農業
者等の生涯学習等を推
進する。

・敷地面積：１７９，５７５．８７
㎡
・建築面積：１４，５８１．８７㎡
・施設内容：座学教室５、情
報処理室１、会議室１、体育
館、学生寮、国際農業交流
館、農業学習館
○授業料等あり

・休業日： 土日、祝日、１２月２９
日～翌年１月３日

・教育・研修内容の企画及び
運営
・就農研修の実施
・ほ場の維持管理業務
・機械設備保守、消防施設保
守、樹木管理委託 他

鳥取県立農業大学
校の設置及び管理
に関する条例

直営
・職員数：３６（うち正職
員１９人）

○経費：２９３，５５６
・人件費：１８８，１１８
・管理費：１０５，４３８

農林水産部
農業大学校
(0858-45-
2411)

52）歯科衛生専
門学校
（鳥取市吉方温
泉３丁目７５１－
５
電話0857（23）
2621）

歯科衛生士の養成 ・敷地面積：1,655㎡
・建築面積：８３２．２９㎡
・施設内容：教室、標本室、
基礎実習室、検査室、図書
室、事務室、講師室、更衣室
○授業料あり

・休館日：土日曜、祝祭日 ・歯科衛生士に関する講義、
実習、国家試験対策等に対
する教育
・学校施設・設備の管理運営
・入学・卒業に関する手続
・教員（講師）の講義依頼等
の連絡調整

鳥取県立歯科衛生
専門学校の設置及
び管理に関する条
例

直営
・業務委託：（社）鳥取県
歯科医師会
・職員数：１０８人（うち正
職員５人）

○経費：
・人件費：２１，７８７
・管理費：２４，６３４
（経費は県歯科医師会
助成金を除いた額を計
上。）

福祉保健部
医療政策課
(0857-26-
7811)

53）福祉人材研
修センター
（鳥取市伏野
1729-5
電話 0857-59-
6331）

社会福祉にかかわる人
材の育成を行うととも
に、県民の社会福祉に
対する理解と参加の促
進を図る。

・敷地面積：14,628.72㎡
・延床面積： 5,401.04㎡
・施設内容：ホール(300席)、
中研修室(156席)、第1小研修
室（57席）、第2小研修室（57
席）、学習室（24席）、ベッド・
トイレ実習室、浴室実習室、
調理実習室、和室実習室、多
目的工作室、福祉用具展示
室 等
○利用料あり

・休館日：祝日、1月1日～同月3
日及び12月29日～同月31日。た
だし、上記に加えて、福祉用具展
示室は日曜日、多目的工作室は
日曜日及び土曜日が休館日。
・開館時間：午前9時～午後5時
（ただし、必要と認められる場合
には、最大午後９時まで利用可
能）

・施設設備の維持管理
・利用者の応接

鳥取県立福祉人材
研修センターの設
置及び管理に関す
る条例

・指定管理者：（社福）鳥
取県社会福祉協議会
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：５人（うち正職
員２人、・当センター専
任は嘱託１人）

○経費：４０，９９９
・人件費： ４，９８９
・管理費：３６，０１０
（人件費は事務員、嘱
託のみを計上。館長、
事務課長代理は県社
会福祉協議会業務と兼
務であるため計上して
いない。）

福祉保健部
福祉保健課
(0857-26-
7158)

54）農村総合研
修所
（倉吉市大原字
宮ノ下６３２－４
電話０８５８－２２
－８２２８）

農村指導者等の研修
のための利用に供し、
農業の振興に資する。

・敷地面積：３，５０６㎡
・延床面積・施設内容：
研修施設１，１７２㎡、宿泊施
設５４４㎡
○使用料あり

・休館日：土曜日及び日曜日
「国民の祝日に関する法律」に

規定する休日、８月１３日から１５
日、１２月２９日～１月３日
・開館時間 午前８時３０分～午
後５時

・施設設備の保全
・利用者の応接

鳥取県立農村総合
研修所の設置及び
管理に関する条例

・指定管理者：鳥取県農
業協同組合中央会
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：４人（うち正職
員０人・・・常駐は臨時職
員１人）

○経費：７，８００
・人件費２，２００
・管理費５，６００

農林水産部
農政課
(0857-26-
7332)

55）公文書館
（鳥取市尚徳町１
０１
電話0857-26-
8160）

歴史資料として重要な
県の公文書等を保存し
県民の利用に供すると
ともに、県政に関する情
報を県民に提供し、学
術及び文化の発展と開
かれた県政の推進に資
する。

・敷地面積：県民文化会館に
含む。
・建築面積：1,727.84㎡
・施設内容：閲覧室、展示
コーナー、視聴覚サービス
室、研究室ほか
○使用料 無料

・休館日：日曜日及び土曜日、国
民の祝日に関する法律に規定す
る休日、12月29日から1月3日
ただし、展示コーナーは、土・日

曜日も開館（月末を除く。）
・開館時間：午前９時～午後５時

・施設の維持管理
・公文書等の収集、整理、保
存
・公文書等の閲覧、展示、調
査研究

鳥取県立公文書館
の設置及び管理に
関する条例

直営
・職員数：１０人（うち正
職員５人）
※公文書館担当職員の
みを記載

○経費：６９，０１８
・人件費：３８，４０１
・事業費：３０，６１７
※公文書館担当関係
予算のみを記載

総務部政策
法務課
(0857-26-
7494)

56）衛生環境研
究所
（東伯郡湯梨浜
町南谷５２６－１
電話0858-35-
5411）

公衆衛生・環境保全等
に関する調査研究、県
民の公衆衛生・環境に
関する理解と自発的活
動の促進を図る。

・敷地面積：10,927.84㎡
・延床面積：5,597㎡
・施設内容：研究棟（研究
室）、管理棟（事務室、会議
室、図書・展示コーナー）、別
棟の３棟
○使用料あり

・休所日：日曜日及び土曜日、国
民の祝日に関する法律に規定す
る休日、12月29日～翌年の1月3
日（臨時に休所する場合あり）
・利用時間：午前９時～午後５時
（ただし、臨時に変更する場合あ
り）

・衛生環境分野における調
査・研究
・学生等の総合学習等支援、
出前講座
・環境学習用図書貸出し

鳥取県衛生環境研
究所の設置及び管
理に関する条例

直営
・職員数：３７人（うち正
職員３４人）

○経費：１５０
・管理費：１５０
（利用可能部分の図書
購入費等のみを記載。
人件費は県職員兼務
のため計上していない）

生活環境部
衛生環境研
究所
(0858-35-
5411)
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57）男女共同参
画センター
（倉吉市駄経寺
町２１２-５
電話0858-23-
3901）

男女共同参画社会を実
現するため。

・敷地面積：（倉吉未来中心
に含む。）
・延床面積：６６０㎡（倉吉未
来中心１階）
・施設内容：交流サロン、ミー
ティング室、印刷作業室、子
ども室（休憩・授乳）、情報資
料スペース、相談室、応接
室、事務室
○使用料 無料

・休館日：月曜日・年末年始
（月曜日が祝日の場
合は、その直後の平
日）

・開館時間：午前９時～午後７時

・男女共同参画社会の形成に
関する情報の収集及び提供、
講習会の開催及び指導者の
養成。
・男女共同参画社会の形成を
阻害する要因となっている問
題に関する相談。
・男女共同参画社会の実現を
目的とした団体及び個人の活
動の拠点を提供し、相互の交
流及び連携を進めること

鳥取県立倉吉未来
中心の設置等に関
する条例

直営
・職員数：１４人（うち正
職員５人）

○経費： ８２，８３５
・人件費： ５８，４７３
・管理費： ９，４９４
・事業費： １４，８６８

企画部男女
共同参画推
進課
(0857-26-
7075)

58）消費生活セ
ンター（米子市末
広町２９４、
電話０８５９－３４
－２７６５）

県民の消費生活の安
定及び向上を図る。

○本所
・延床面積：２２７．８０㎡、
・施設内容：事務室、相談
室、面談室、研修室、資料
室、倉庫
○使用料 無料

・休館日：年末年始、国民の祝日
に関する法律に規定する休日
・開館時間：午前８時３０分～午
後５時

・消費生活相談業務
・消費生活知識の普及啓発
業務
・その他消費者行政に関する
業務

鳥取県立消費生活
センターの設置及
び管理に関する条
例

直営
・職員数：１７人（うち正
職員7人）

○経費：１５２，７７５
・人件費：７５，４９８
・事業費：７７，２７７

生活環境部
消費生活セ
ンター
(0859-34-
2765)

59）人権ひろば２
１
（鳥取市扇町２１
電話0857-27-
2010）

県民に対し、生涯を通じ
て主体的に人権につい
て学習し人権尊重の理
念に対する理解を深め
るための機会を提供す
る

・敷地面積：875.56㎡
・建築面積：650.47㎡
・施設内容：人権ライブラ
リー、交流スペース
○使用料 無料

・休館日：年末年始、祝日
・開館時間：午前９時～午後５時

・人権ライブラリー運営（図
書、ビデオ等の貸出）
・交流スペース運営（イベン
ト、研修等の開催）
・庁舎管理委託（清掃、警備、
ゴミ収集、電気保安の業務）

鳥取県立人権ひろ
ば２１の設置及び
管理に関する条例

・指定管理者：（社）鳥取
県人権文化センター
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：８人（うち正職
員２人)

○経費：１０，７７５
・人件費：３，１４７
・管理費：３，３８４
・事業費：４，２４４
（人件費は窓口専任の
み）

総務部人権
局人権・同和
対策課
(0857-26-
7590)

60）大山駐車場
（西伯郡大山町
大山、大山町赤
松
電話0859-52-
2502）

国立公園大山地内の
利便性を高め、県民が
大山の自然並びに歴史
及び文化に親しむ機会
を増大させ、もって自然
を大切にする心をはぐく
むとともに、大山の観光
振興に寄与する。

・駐車場名・面積
大山国立公園駐車場
（大山博労座第１から第５

駐車場）・16,552.89㎡
大山屋内駐車場

（大山立体駐車場１階及び２
階）・7,640.59㎡
大山隠岐国立公園上槇原

駐車場（大山槇原駐車場第１
から第３駐車場）・35,151㎡

・休場日
大山国立公園駐車場
年中無休

その他の駐車場
４月１日～１２月２３日

・利用時間
午前０時～翌日の午前０時

・施設設備の維持管理
・施設の利用許可、利用料金
の徴収
・利用者へのサービス提供

鳥取県立大山駐車
場の設置及び管理
に関する条例

・指定管理者：大山町観
光協会大山観光局
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２４．３．３１）
・職員数：５名

○経費４４，５００
・人件費：１２，３００
・管理費：２５，４３１
・県への納付金：７,１２
０
県からの委託料などの
支出はない。

西部総合事
務所県民局
大山中海振
興課(0859-
31-9629)

61）鳥取空港
（鳥取市賀露町
及び湖山町
電話0857-28-
1150）

航空運送を確保するた
め。

・敷地面積：１０７．３ｈa
・施設内容：着陸帯：２，１２０
ｍ（ｃ級）、 滑走路：２，０００
ｍ、誘導路、エプロン、国際
会館
○着陸料、停留料、使用料あ
り

・年中無休
・空港運用時間：午前７時～午後
９時３０分
・国際会館開館時間：午前８時～
午後６時

・空港管理事務
・航空照明及び電気設備維
持管理委託
・空港警備、除雪業務委託
・国際会館管理事務

鳥取県営鳥取空港
の設置及び管理に
関する条例

直営
・職員数：１６人（うち正
職員９人）

○経費：
・人件費： ８７，２４９
・管理費：２６２，２５３

県土整備部
空港港湾課
(0857-26-
7348)

62）国際交流セ
ンター
（鳥取市湖山町
西４丁目１１０－
５
電話0857-31-
5951）

県民が広く利用できる
国際交流の場として設
置

・施設面積：１５０．７㎡
・施設内容：交流サロン、相
談室、研修室、図書資料室
○使用料 無料

・休館日：祝日、１２月２９日～翌
年１月３日
・開館時間：午前９時～午後６時

・国際交流に関する情報の収
集及び提供
・県内に在住する外国人の生
活相談
・県民の国際交流に関する相
談
・県民と外国人との国際交流
の機会の提供等

鳥取県営鳥取空港
の設置及び管理に
関する条例

直営
（業務委託、ほかに正職
員が他の業務と兼務し
対応）

○経費：１３，５３５
・管理費：１３，５３５
（正職員の人件費は除
く）

県土整備部
空港港湾課
(0857-26-
7348)
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設置目的 施設概要 休館日及び
開館時間

業務概要 根拠条例 現行の管理団体・組織
体制

管理経費(支出ベース)
(H２２当初予算額)

所管部局・
課名(電話)

県の公の施設の概要 〔平成２２年７月１日〕 （単位：千円）

63）鳥取港ボート
パーク
（鳥取市港町及
び賀露町
電話0857-28-
2432）

小型船舶を適正に収容
するために設置

・施設内容：収容能力４３６隻
（水域２５４隻、陸域１８２
隻）、駐車場、トイレ
○使用料あり

・年中無休
・事務所開場時間：午前８時３０
分～午後５時１５分

・施設運営全般 鳥取県港湾管理条
例

直営
・職員数：１人（ほかに正
職員６名が他の業務と
兼務し対応）

○経費：６，１６９
・人件費：２，４２２
（正職員の人件費は除
く）
・管理費：３，７４７

県土整備部
空港港湾課
(0857-26-
7348)

64）境港水産物
地方卸売市場
（境港市昭和町９
－７
電話0859-42-
3167 ）

水産物の卸売等を行な
わせる施設として設置

・上屋面積：２２，２４１㎡
・施設内容：上屋８棟、みさき
会館
○使用料あり

・休場日：原則として日曜日、1月
1日～3日、8月14日～16日。
・開場時間：午前4時～午後7時

・市場の開設、運営、施設の
維持、補修
・施設利用料の徴収
・施設の監視（監視員）
・市場施設及び庁舎（管理セ
ンター）の清掃委託

鳥取県営境港水産
物地方卸売市場の
設置等に関する条
例

指定管理者：境港水産
物市場管理（株）
（指定期間：Ｈ２１．４．１
～Ｈ２６．３．３１）
・職員数：１０人

○経費：１３２，７４１
・人件費： ３４，２８２
・管理費：９８，４５９

農林水産部
水産振興局
水産課
(0857-26-
7309)

65）天神川流域
下水道
（東伯郡湯梨浜
町はわい長瀬１
５１７
電話0858-35-
4423）

天神川や東郷池などの
公共水域の水質を保全
し、公衆衛生の向上を
図る。

・管渠延長：２８．６ｋｍ
・天神浄化センター（終末処
理場：管理棟、水処理棟、汚
泥処理棟、汚泥焼却炉）日処
理能力32,000トン
○使用料・・・流入量により
市町村負担金として県が
徴収

○処理区域
倉吉市、三朝町、北栄町、
湯梨浜町

－ ・施設の運転管理業務全般
・水質調査等

天神川流域下水道
条例

・指定管理者：（財）鳥取
県天神川流域下水道公
社
・職員数：９人（うち正職
員９人）

○経費：３９０，２１８
・人件費：５８，６０７
・管理費：３３１，６１１

生活環境部
水・大気環境
課
(0857-26-
7400)

66）県営住宅（市
町管理代行）（３
市・９町）

住宅を整備し、住宅に
困窮する低所得者に賃
貸する。

・施設内容：４８団地、２２０
棟、６４９戸
○家賃あり

－ ・入居決定、入居承継承認等
の入居管理業務（家賃決定
等に関する事務を除く）、施設
管理業務及び家賃等の徴収
業務
・住戸内や共用部分の通常
管理は入居者であるがそれ
以外は県又は市町が実施。

鳥取県営住宅の設
置及び管理に関す
る条例

・管理代行：鳥取市外１
１市町
・職員数：県１６人（うち
兼務正職員１６人）、各
市町：１名程度

○経費：２４，２９１
（管理代行事務を行う
ために必要な管理事務
費、修繕費を計上。）

生活環境部く
らしの安心局
住宅政策課
(0857-26-
7411)

67）県営住宅（鳥
取県住宅供給公
社管理代行）
（鳥取市・倉吉
市・米子市・境港
市）

住宅を整備し、住宅に
困窮する低所得者に賃
貸する。

・施設内容：６３団地、２６６棟
、３，４１６戸
○家賃あり

－ ・入居決定、入居承継承認等
の入居管理業務（家賃決定
等に関する業務及び家賃徴
収事務を除く）及び施設管理
業務
・住戸内や共用部分の通常
管理は入居者であるがそれ
以外は県又は公社が実施。

鳥取県営住宅の設
置及び管理に関す
る条例

・職員数：３０人（うち兼
務正職員１０人、専任正
職員６人、専任非常勤
職員６名）・鳥取県住宅
供給公社：８人

○経費：５９９，５６１
・人件費：２８，６７２
・管理費：３９０，１００
・公社経費：１８０，７８９

生活環境部く
らしの安心局
住宅政策課
(0857-26-
7411)

68）特別県営住
宅
（鳥取市・倉吉
市・米子市）

住宅を整備し、公営住
宅法の所得水準を超え
るものの比較的低水準
の所得者向けに賃貸す
る。（現在入居者の募
集は実施していない）

・施設内容：５団地、８棟、１４
７戸
○家賃あり

－ ・入居管理から施設管理
・住戸内や共用部分の通常
管理は入居者であるがそれ
以外は県が実施。
・事実行為（消防設備点検
等）の委託

鳥取県特別県営住
宅の設置及び管理
に関する条例

直営
・職員数：※県営住宅
（鳥取県住宅供給公社
管理代行）に含む

○経費：※県営住宅
（鳥取県住宅供給公社
管理代行）に含む

生活環境部く
らしの安心局
住宅政策課
(0857-26-
7411)

（注）・県の公の施設のうち、県立学校、河川、道路等を除いたものを一覧としている。
・各施設の管理経費欄の額は、管理主体が管理運営に要する経費（支出ベース）を計上。
なお、施設の管理業務以外の業務を兼務している職員等の人件費については計上していない（各施設の管理経費欄に説明を記載）。
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